

令和○○年○○月○○日


社会福祉法人　○○会
理事長　○○　○○　様


社会福祉法人　○○会
理事　○○　○○　印
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（監事　○○　○○　印）


理事会招集手続省略に係る同意書


　社会福祉法第４５条の１４第９項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第９４条の規定（理事会の招集手続の省略）に基づき、下記により理事会を開催することについて同意します。

記

１　開催日時　　令和○○年○○月○○日　午後○時～
２　開催場所　　社会福祉法人　○○会　○○○園　会議室
３　議題・議案　　議題：□□□□について
　　　　　　　　　　　議案：第１号議案　○○○○について
　　　　　　　　　　　　　　第２号議案　▲▲▲▲について


※１　理事会を招集する者は、理事会の日の１週間前（これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては
　　その期間）までに、各理事及び各監事に対してその通知を発出しなければなりません。ただし、理事
　　及び監事の全員の同意があるときは、招集通知を発出せずに理事会を開催することができます。
　　　【法第４５条の１４】

※２　理事会の招集通知を省略することについての理事及び監事の同意の取得・保存の方法について、法
令上に制限はありませんが、「法人において、理事及び監事の全員が同意書を提出することとする」、
又は「理事会の議事録に当該同意があった旨を記載する」等、書面若しくは電磁的記録による何らか
の形で保存できるようにしておくことが望ましいとされています。【ガイドライン】

（注）上記、二重線部「１週間前までに」とは
理事会の日と通知を発する日の間に「中７日」必要です。
		

